
◆ 鶴岡市避難者支援だより ◆ No.253 2016.11.11発行 

 そばの美味しい季節になりました。県内一の作付面積を誇る鶴岡産のそばを、より多くの方に味わって

いただきたいと、手塩にかけ育てられたそばが市内のそば屋さんで提供されています。今が旬のそばを 

ぜひ味わってみて下さい。今回は、鶴岡市の道路の除雪に関する情報をお届けします。 

 

                            

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*編集・発行 鶴岡市社会福祉協議会（大震災等支援活動推進事業）ホームページ http://www.shk01.jp/

            内容のお問い合わせは 0235-24-0053 または tskshk-vc@shk01.jp(担当：佐藤)wanpag 

秋の深まりとともに日一日と寒さも増してきました。もうそろそろ冬への備えが必要です

ね。冬期間は、道路状態が悪化し交通事故の発生も心配されますので、雪が降る前に早めに冬

用タイヤに交換しましょう。 

 しかし、地吹雪対策として防雪策を設置するなど、道路などの除雪は業者が行いますが、そ

の際、私たちが注意しなければならないことはなんでしょう？ 

 
 
 

道路 

道路には、市道、県道、国道の 3種類があり、このうち市では、市道部分を除雪していま

す。除雪は、国道・県道に接続する主要幹線市道から順に、早朝から始め、できるだけ早い

時間に完了するよう実施しています。 

 

除雪の出動基準  

 道路に 10cm以上の積雪がある場合、または午前 7時まで 10cm以上の積雪が予想される場

合を基本としますが、道路状況や降雪状況によっても出動します。 

道路除雪以外の対策 

 地吹雪対策として防雪柵を設置しています。また、凍結が予想される幹線道路の登り坂や

橋及び主要交差点などで凍結防止剤を散布しています。 

注意しましょう！ 

・除雪車に出会ったら道を譲りましょう。 

・道路にはみ出した枝や植木、看板等は撤去しましょう。 

・除雪の妨げになる路上駐車は絶対にやめましょう。 

・危険です！作業中は除雪車に近寄らないようにしましょう。 

・雪捨てで側溝の蓋を外したら、作業後は必ず元どおりに閉めましょう。 

・消火栓、ゴミステーションの前の除雪は町内で協力して行いましょう。 

・除雪車通過後の雪の後片付けはお互いに協力して行いましょう。 

・道路への雪の排出はやめましょう（消雪道路も）。 

・高齢者世帯・母子世帯など除雪に困っている方には、近所で協力しましょう。 

・屋根の雪や、通学路・道路に面したつららは早目にとりましょう。 

 
問合せ先  鶴岡市役所本所土木課 ☎0235-25-2111内線 670 

 

  

 

http://www.irasutoya.com/2014/02/blog-post_6778.html
http://www.irasutoya.com/2013/03/blog-post_2209.html


【１１・１２月の予定】   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11/14月 

15火 

16水 

17木  

18金 法律無料相談（山形県弁護士会） 

会場：鶴岡法律相談センター(勤労者会館内） 

※ 避難者相談であることを伝えてください 

16：00～18：00（要予約）       

※ 申込み）山形法律相談センター 

☎ 023-635-3648 

19土 ひなん女子会  9:30～12:00 

     会場：にこふる 3階 小会議室 

～ハーブでつくるリース 2種～ 

※ 参加費：300円（材料費として） 

※ 申込み・問） 

鶴岡市社会福祉協議会 

避難者生活支援相談員  

☎023-24-0053  

20日  

21月   

22火  

23水 祝日（勤労感謝の日） 

24木 

25金 法律無料相談（山形県弁護士会） 

会場:鶴岡法律相談センター(勤労者会館内) 
 

こころの健康相談 13：30～14：30 15：00～16：00 

     会場：にこ♥ふる 

※「眠れない日が続いている」「気分が沈み元 

気がない」「閉じこもりがちで心配」などで 

お困りの方ご相談ください。 

※ 無料ですが、予約が必要です。 

鶴岡市健康課 ☎ 0235-25-2111内線 364 

26土 

27日 

28月 

29火 

30水  

12/1木 

2金 法律無料相談（山形県弁護士会） 

会場:鶴岡法律相談センター(勤労者会館内) 

3土 

4日 

5月 

6火 

7水 

8木 

9金 法律無料相談（山形県弁護士会） 

会場:鶴岡法律相談センター(勤労者会館内) 
 

こころの健康相談 13：30～14：30 15：00～16：00 

     会場：にこ♥ふる 

10土 

11日 

 

http://putiya.com/html/season/12gatu_01/season12a_winter_01_14.html

